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新潟県中小企業団体中央会 
 INDEX 

第２５３号 平成３１年３月２５日発行 

 中央会からのお知らせ 

１．新潟県中央会、経営支援課を新たに設置します 

２． キャッシュレス決済への対応セミナー開催について 

３．消費税（キャッシュレス決済含）引き上げに伴う、対策セミ

ナーの開催を支援します 

４．平成３１年３月分（４月納付分）からの協会けんぽの保険料

率について 
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１．新潟県中央会、経営支援課を新たに設置します。 

 新潟県中央会では、既存の会員組合への支援に加えて、経営革新等支援機関としてものづくり補助金採択企業を

はじめ組合員企業等への支援強化を図っていくため、新たに経営支援課を４月１日より設置いたします。 

 ＜業務内容＞ 

  会員組合支援、経営支援等支援機関業務を中心とした個別企業支援及び連携、組織化支援、ものづくり補助金

フォローアップ事業、消費税軽減税率対応相談事業 

 ＜職員＞ 

 ・松山哲弥（経営支援課長）、小池哲也、笹口 純 

 ＜連絡先＞ 

 経営支援課は、従来の中央会事務所（新潟県中小企業会館内）とは別事務所に設置いたします。 

 新潟県中小企業団体中央会 経営支援課 

  〒951-8133 新潟市中央区川岸町１丁目４７番地３（新潟県経営者協会 ２F)  TEL：０２５－２３４－３０９０ 

２．キャッシュレス決済への対応セミナー開催について（ご案内） 

 中央会からのお知らせ 

本年10月1日の消費税率引き上げ時の需要平準化対策として、国では「キャッシュレス決済・消費者還元事業」（平

成31年度当初予算額2,798億円）を実施することとし、準備を進めていますが、4月中旬頃には中小事業者向けの応募

要綱が公表される予定となっています。 

 これを機にキャッシュレス決済の導入・拡充を検討されている中小企業向けに、当会では「消費税軽減税率対策窓

口相談等事業」によりキャッシュレス決済対応セミナーを下記の通り開催いたします。なお、正式なご案内は4月に入って

から当会ホームページ等によりお知らせしますので、その案内に沿ってお申し込み下さい。 

  開催日時 2019年5月14日（火）午後1時～3時30分 

  開催場所 新潟市中央区弁天1丁目2番4号「ラマダホテル新潟」（新潟駅前） 

  講   師 横田 秀珠（よこた しゅうりん）氏 

ネットビジネス・アナリスト、イーンスパイア株式会社 代表取締役 

  内   容 ・消費税軽減税率制度、区分記載請求書、転嫁対策の概要 

         ・キャッシュレス決済とは、メリット・デメリット 

         ・キャッシュレス決済導入による売上アップ 

         ・「キャッシュレス決済ポイント還元事業」・「軽減税率レジ補助金」の活用など 



３．消費税（キャッシュレス決済含）引き上げに伴う、対策セミナーの開催を支援します。 
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 平成３１年１０月より、事業者の方々は、「酒類・外食を除く飲食料品」や「定期購読契約が締結された週2回以上

発行される新聞」に適用される軽減税率（8％）分と、それ以外の商品に適用される標準税率（10％）分とを分け

て、商品管理や経理処理、消費税の申告・納税をすることになります。  

この影響は、「飲食料品」等の軽減税率の対象となる商品を販売している事業者だけではありません。 

   例えば・・・ 

  

 中央会からのお知らせ 

 会社を訪れたお客さんに出すお茶やお菓子、取引先への贈

答品も、軽減税率の対象となります。 これらの飲食料品を

経費として計上する場合、税率ごとに分けて管理する必要が

あります。 

 さらに２０２３年１０月１日より適格請求書保存方式（インボイス制度）が導入され、適格請求書発行事業者とし

て、登録を受けた課税事業者のみが、この適格請求書（インボイス）を発行できます。 

このインボイスの保存がなければ、原則として仕入税額控除ができなくなります。 

（インボイスを発行できない消費税免税事業者からの仕入税額の特例措置が、２０２９年１０月まであり） 

このように、軽減税率制度は全業種で影響を及ぼす可能性があります。 

 中央会では、組合等で軽減税率、インボイス制度、レジ補助金等消費税に関連するテーマ及びキャッシュレス決

済に関するテーマで、弁護士、税理士、公認会計士等の講師による、講習会の開催を支援しています。 

（対象経費：講師謝金・旅費、会場の借料等の経費を全額中央会が支援します。※別に要件あり） 

本事業を利用したい、詳細を聞きたい方は、各組合担当者までご連絡ください。 

４．平成３１年３月分（４月納付分）からの協会けんぽの保険料率について 

 その他 

協会けんぽ新潟支部の健康保険料率は据え置き、介護保険料率は変更となります。 

健康保険料率 平成３１年２月分（３月納付分）まで 平成３１年３月分（４月納付分）から 

給与・賞与の 給与・賞与の ９．６３％ ９．６３％ 

介護保険料率 平成３１年２月分（３月納付分）まで 平成３１年３月分（４月納付分）から 

給与・賞与の 給与・賞与の １．５７％ １．７３％ 

据え置き 

割り増し 

・４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。 

・賞与については、支給日が３月１日分からの変更後の保険料率が適用されます。 


